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特
別
償
却
を
め
ぐ
る
企
業
利
益
の
表
示
問
題
(
続
三

高

寺

貞

男

Eヨ三三二二一→

次

ま

え

が

き

第
ご
次
大
戦
中
の
表
示
問
題

戦
後
の
表
示
問
題
(
以
上
前
号
所
載
)

朝
鮮
動
乱
以
後
の
表
示
問
題
(
以

τ本
号
所
載
)

告
訴
事
業
・
鉄
道
業
に
お
け
る
表
示
問
題

日

朝
鮮
動
乱
以
後
の
表
示
問
題

一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五

O
年
に
か
り
て
国
防
上
の
必
要
に
応
ず
る
産
業
拡
張
の
必
要
性
を
く
b
か
え
し

主
張
し
、
必
要
設
備
の
建
設
を
法
制
化
し
よ
う
と
努
力
し
た
が
、
い
つ
も
、
民
間
産
業
は
そ
う
す
る
こ
と
が
出
来
左
か
っ
た
し
、
ま
た

ソ
シ
ヤ
日
ス
チ
ヴ
グ

そ
う
し
よ
う
と
も
し
↓
な
か
っ
た
。
議
会
は
こ
の
よ
う
な
勧
告
を
「
社
会
主
義
的
」
て
あ

p
、
民
間
産
業
に
有
害
で
あ
る
と
し
て
拒
否
し

「
ト
ル
マ

γ
政
府
は
、

た。

門
し
か
し
い
国
防
〔

ι院
u

設
備
は
不
充
分
で
あ
り
、

第

次

民:日
間~，

"'"八
王手P
E記
長迫
b レ

Eた
は r 刀ミ

Iv ~ 
だ')芝
」、

事
態
は
き
わ
め
て
危
急
と
た
っ

主と。

一
九
五

O
年
な
か
ば
に
朝
鮮
の
危
機
が
進
展
し
、

と
の
上
う
た
緊
急
事
態
が
発
生

特
別
償
却
を
め
ぐ
る
企
業
利
益
の
表
示
問
題

第
八
十
巻

/¥ 

車
三
号

じ



特
別
償
却
を
め
ぐ
る
企
業
利
益
の
表
示
問
題

第
八
十
巻

/¥ 

四

第

号

ノ1

し
た
た
め
、
議
会
は
、
一
九
五

O
年
歳
入
法
に
よ
っ
て
、
す
て
に
第
二
次
大
戦
中
国
防
生
虚
設
備
へ
の
投
資
促
進
の
た
め
の
税
法
上
白

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
フ

(
1
2
M
F
S
E
H
4
0〕
と
し
て
機
能
し
、
戦
後
に
停
止
さ
れ

τ
い
た
「
五
カ
年
特
別
償
却
制
度
」
を
あ
ら
た
た
装
い

の
下
に
(
部
分
的
に
改
正
し
て
)
復
活
す
る
措
置
を
と
っ
た
土
九
一
一
力
年
内
同
歳
入
法
典
二
百
A
条

i
土
九
五
凹
年
内
臣
蔵
入
法
典
一
六
人

条
〉

こ
う
し
て
、
朝
鮮
勤
前
を
契
機
に
特
別
償
却
が
ふ
た
た
び
税
法
上
白
一
制
度
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
づ
た
。
そ
の
際
、
最
初
の
「
必
要

証
明
書
」
が
一
九
五

O
年

一
月
三

O
日
に
交
付
さ
れ
亡
か
ら
一
九
五
一
年
の
な
か
ば
頃
ま
で
は
、
証
明
書
を
交
付
さ
れ
た
「
緊
急
設

備
」
は
モ
う
大
き
な
額
に
達
し
て
h
な
か
っ
た
の
で
九
一
九
五
一
年
凹
月
現
在
三
寸
伝
ド
台
、
特
別
償
却
の
企
業
利
益
計
算
に
た
い
す
る

影
響
も
問
題
と
す
る
ほ
ど
て
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
二
年
に
入
り
「
必
要
証
明
哲
」
発
行
額
が
町
内
積
し
、
次
第
に
特
別
償
却
の
対
象

と
な
る
「
緊
急
設
備
」
が
膨
大
在
も
の
と
な
っ
て
く
る
と
(
一
九
五
二
年
六
月
現
在
一
二
一
億
ド
ル
)
、
特
別
償
却
の
企
業
利
益
計
算
に
苅

す
る
「
最
大
の
影
響
は
一
九
五
二
年
を
す
ぎ
た
年
度
に
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
ご

と
警
告
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

H

し
の
よ
う
た
警
告
が
発
せ

b
れ
汗
の
は
、
当
時
ま
だ
か
な
り
多
く
の
企
業
に
お
い
て
、
税
法
上
の
五
カ
年
償
却
が
そ
の

3
ま
企
業
利

益
計
算
白
償
却
悲
準
と
し
て
使
用
さ
れ
、
そ
の
結
果
企
業
利
話
が
過
小
に
表

-mさ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

注

ω
』
官
日
ω-4司
自
巳

P
S
L同
・
巳

-LZ室
。
宮
守
宮
』
語
。

2
2
呂
田
戸
唱
団
司
・

ω
己

的

口

O
百件・

0同
円
。
日
目
mw
円
。
タ
』
町
立
円
豆
乳
邑
』
言
。
、
注
目
立

o
a
E弘
司
コ
E
な

N
t
R
N
E
S
E
同
N
h
Q
3
2
0
9
白
日
4
3、
。
同
ロ
ロ
口
自
仲
田
己
ω
E
2
9

F
向

nu、・
H
曲
目
「

]
V

・
H

回・

ω
国内河内臼ロ
o
p

国

-
d
F
b
A
E足
り
ぬ
司
令
ユ
ヨ
S
N
N
H
Uむ
NN号
言
門
古
久
』
qo吾
日
町
内
弘
』
言
、
忠
告
時
S
S
Q
U
Q
円
。
切
刊
号
口
s
m
S
5・』
O
C
3巴
。
内

』
2
E
E自
ヨ

E
F
E
}
H由
良
町
E
戸田臼・

川
何
者
。

zzn
司

F
出
向

VNV邑
え
』
町
内
。
苦
音
h
否
、
』
宮
町
、
町
内
ヨ
岳
旬
。
巴
E
8
5
H
F
G
Q
足
占
。
、
」
J
R『
2
H
3
2言
匂
民
有
苦
言
句
5
・



一『・
Q
同

kronoc
且
官
民
ヲ
冨

3
J
垣間
P
H
V
・町田。

同

州

』

司

0
ヴ

ω百円
-
S詑
・
唱
日
明
日

補
注
第
二
次
夫
臨
時
の
特
別
償
却
k
朝
鮮
動
乱
以
後
の
特
別
償
却
と
は
、
税
法
の
規
定
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
と
も
に
同
一
の
制
度
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実

際
の
適
用
に
お
い
て
は
、
相
共
っ
た
も
の
と
な
コ
て
い
た
。
す
な
は
ち
、
特
別
償
却
の
対
丸
一
た
ろ
「
緊
急
設
備
」
は
「
設
備
原
何
の
全
部
ま
た
は
郁
」

と
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
ら
く
み
の
あ
る
税
法
の
規
定
に
し
た
が
い
、
第
二
次
十
人
戦
中
に
付
い
て
は
、
大
抵
の
場
合
「
必
要
証
明
書
」
は
設

備
原
仙
の
全
体
に
た
い
し
て
与
え
ら
れ
、
設
備
同
価
全
部
を
五
年
同
に
均
等
償
却
す
る
「
一

C
C
ハ
1
k
ン
l
特
別
償
却
」

0
3司
R
自
己
〉
田
川
凶
H
E
N
-

E
E与
が
お
こ
な
わ
れ

t
が
、
朝
鮮
動
乱
の
時
に
な
ゐ
と
、
設
備
原
価
の
あ
る
部
分
に
の
み
い
わ
ゆ
る
「
部
分
必
要
証
明
書
」
(
吋

R
O
B
Z問
。
口

2

t
出
B
Zろ
が
交
付
さ
れ
、
こ
の
上
う
に
し
て
証
明
さ
れ
た
設
備
胤
伺
の
あ
る
部
分
の
み
を
五
年
間
に
均
等
償
却
寸
る
「
部
分
特
別
償
却
」
(
可
司
自
ー

ロ
仲
間
目
。
〉
自
。
且
民
旦

E
5
が
お
こ
必
わ
れ
た
(
し
た
が
っ
て
、
百
明
さ
れ
な
か
っ
た
麗
り
の
原
価
部
分
に
け
、
正
常
用
川
却
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

、
、
.
、
、
、
.
、

る
)
。
と
こ
ろ
で
、
在
明
さ
れ
る
詩
傭
原
価
部
分
を
決
定
す
る
に
当
り
、
五
年
聞
の
特
則
償
却
期
闘
が
経
過

L
t時
の
経
済
的
有
用
性

(
0
2
5
5
R

5
1ロ
E
Zろ
が
、
証
明
に
た
ず
さ
ね
る
官
庁
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
て
い
た
し
乙
い
う
事
情
が
、
多
く
の
人
々
を
し
て
、
前
明
さ
れ
た
技
術
原
価
部
分

は
、
点
年
刷
が
経
過
し
た
時
に
は
経
済
的
有
用
性
が
喪
失

1
て
し
ま
う
設
備
原
価
部
分
に
つ
い
て
の
此
府
当
局
の
決
定
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
信
じ
さ

せ
る
は
た
ら
き
を
し
た
(
』
2
富
良
吉
h
同
E
E司
F
?
L
P泣
諸
民
。
お

H
O同
〉

n
g
E民
自
の
ヲ

H
p
p
g日
戸
司
仏
国
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う

な
誤
っ
た
考
え
方
は
、
「
部
分
直
前
出
証
明
書
」
に
関
寸
る
非
常
に
同
組
の
あ
る
恨
定
」
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(
』
皆
翠
切
内
百
九

日
直
子
ら
え
よ
v

E

E

)

。
と
い
う
わ
け
は
、
た
し
か
に
「
設
備
の
引
常
期
間
〔
特
別
償
却
期
間
〕
後
に
お
け
る
経
済
的
有
用
性
は
、
証
明
摘
を
快
定
す

る
に
あ
た
り
考
隠
す
ベ
き
一
ア
ア
ク
タ
ー
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
門
現
実
に
は
〕
こ

O
フ
ァ
ク
タ
ー
に
関
す
る
特
別
な
裁
定
、
調
査
は
悦
々
。
ケ
ー
ス
ご

と
に
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
非
常
期
間
後
に
お
け
る
有
用
性
に
つ
い
ζ

の
各
陣
業
に
お
け
る
特
時
事
情
は
、
ほ
と
ん

E
帯
賦
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」

〔
目
。
己
ロ
σ
H
S
R
L
u・z
u
u
か
ら
で
あ
る
。
実
際
高
い
パ

1
セ
シ
テ

1
ヂ
の
証
明
が
或
る
企
業
で
必
要
な
の
に
も
か
か
わ
ら

F
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
な

い
で
、
他
方
こ
の

J
う
な
必
要
も
な
い
仙
の
企
業
に
は
高
い
ハ

l
セ
ン
テ

l
ヂ
を
認
め
る
と
い
う
あ
や
ま
っ
た
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
巳
モ
れ
ゆ
え
、

部
分
必
要
証
明
書
の
ハ
セ
ン
テ

l
ヂ
は
そ
れ
自
身
「
無
意
味
な
も
の
」
で
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
(
目
。
匡
ω出
2-
同
唱
団
己
吉
田
u

H

同
a

p
ロ
F

出
口
口
「
同
川
也
』
内
向
邑
町
、
ぬ
な
n
目
白
遥
hu司

4
R
a
s
p
出向凶吋
4
E
1匹
目
戸
m
H
O
M
m
w
出
O
A
F
-
V
角川凶一
F

H

由
日
「
司

H
H
由〕。

以
上
の
考
察
か
ら
、
「
部
分
特
別
償
却
」
と
い
え
ど
も
、
「
緊
急
設
備
」
の
実
際
の
減
何
の
民
告
を
無
視
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、

「一

O
O
バ
l

特
別
償
却
を
め
ぐ
る
企
業
初
盆
の
表
示
問
題

耳
八
十
巻

人
五

部

号

A 



特
別
償
却
を
め
ぐ
る
企
業
利
話
。
表
示
問
題

第
入
十
巻

一
入
六

串
三
L
U

r<t 
o 

セ

γ
ト
特
別
償
却
」
左
な
ん
ら
異
る
も
り
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
、
械
価
度
合
を
無
視
す
る
範
四
を
設
備
原
価
の
あ
る
部
分
に
限

定
し
、
後
者
は
設
備
原
価
の
全
体
の
減
価
由
民
合
を
明
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
部
分
特
別
償
却
」
は
、
け
っ
し
て
「
特
別
償
却
主

め
干
る
企
業
利
益
の
表
示
問
題
」
を
解
消
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
な
、
か
え
っ
て
こ
の
問
題
を
拡
大
再
生
産
し
C
い
る
と
さ
え
い
え
る
り

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
朝
鮮
動
乱
以
後
の
特
別
償
却
は
、
「
必
要
証
明
書
」
の
発
行
額
か
ら
み
て
も
、
第
二
次
大
戦
時
の
そ
れ
に
比
し
て
約
一
一
・
五
倍

程
度
に
言
で
も
な
勺
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
「
必
要
証
明
書
」
発
行
額
は
第
二
次
大
戦
時
に
は
七
三
億
ド
ん
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
三
年
一
一
月
現
在
で

は
や
一
八
四
億
ド
ル
に
達
し
て
い
る
。

R

語、
E
h
h
h
喝
、
宮
町
」
「
。
号
、
虫
色
三
回
目
0
4
・・
H
匂
印
ω

)

P

以
上
の
よ
う
た
事
態
に
直
面
し
て
、

「
特
別
償
却
を
め
ぐ
る
企
業
利
益
の
表
示
問
題
」
を
軽
視
し
え
な
い
こ
と
を
さ
と
っ
た

A
I
A

会
計
千
続
委
員
会
は
、
第
三
次
大
戦
中
治
よ
び
戦
後
心
経
験
か

b
え
た
こ
れ
ま
で
の
成
果
士
さ

b
に
発
展
さ
せ
た
「
緊
急
設
備

1
l減

価
償
却
、
特
別
償
却
治
よ
び
所
得
税
」
(
付
目
。
片
岡

g
q
同
日
口

E
g
-
-ロ
呂
2
己
E
5
p
p
E
C
H
Z
E
t
s
目
白
回
目

E
E
O
叶
自
由
〕

と
題
す
る
「
会
計
研
安
公
報
第
四
一
一
号
」
を
「
♂
キ

1
ナ
ル
・
オ
プ
・
ア
カ
ウ
ン
グ
Y

シ
イ
」

一
九
五
三
年
一
月
号
に
発
表
し
、

「

租

税
費
D
-正
常
化
」
(
宮
阿
国
号
E
m
-
H
E
r
oと
あ
る
い
は
「
租
税
費
の
均
等
化
」
ハ

E
M
1
2ロ
色
目
巳
己
ロ
)
と
呼
ば
れ
る
修
正
手
続
を
あ
ら

た
に
提
案
し
た
。

、
、
.
、
、

己
D
修
王
手
続
は
、
企
業
会
計
上
て
は
正
常
償
却
が
計
上
さ
れ
る
と
と
を
前
提
と
し
、
特
別
償
却
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
実
際
に
納

め
た
所
得
税
額
と
正
常
償
却
を
計
上
し
た
場
合
D
純
益
を
某
準
と
し
て
計
算
し
た
所
得
税
額
と
の
差
額
の
期
間
配
分
を
修
玉
す
る
己
と

に
よ
「
一
て
費
用
と
収
益
の
対
応

t
b
こ
な
や
っ
と
す
る
方
法
て
あ
る
。
い
ま
「
郁
分
証
明
」
額
二
、

O
O
O
F
f
y
、
耐
用
年
数
一

O
年

の
設
備
が
あ
り
、
こ
の
間
の
所
得
税
率
は
常
に
五

O
旬

~
l
セ

Y

ト
て
あ
る
と
す
合
と
、
特
別
償
却
期
間
の
年
間
減
税
額
は
一

O
O
F
ル

(
N
r
h暗
号

i
p
g
c
)
x
m
p
、
特
別
償
却
期
昇
を
す
ぎ
耐
用
年
数
が
つ
き
る
ま
て
の
年
間
増
税
額
は
一

O
O
F
ル
(
山
川
崎
直
ロ
×

b
p
)

印

]

F

C

H

C

C

F

i

H

C

H

-

c

と
友
る
。
ナ
た
わ
ち
こ
の
よ
う
た
例
て
い
え
ば
、
毎
年
実
際
に
納
め
る
所
得
税
は
、
特
別
償
却
期
間

rは
、
特
別
償
却
が
ゐ
己
ψ

な
わ
れ



な
け
れ
ば
和
わ
h
r
h
h
出
h
h
h
~示
品
川
和
よ
り
も
一

0
0ド
ル
少
た
く

L

特
別
償
却
期
陣
後
に
は
、

こ
の
関
係
が
反
対
と
な
り
、

費
の
繰
り
延
べ
を
修
五
す
る
た
め
、

O
O
F
ル
多
く
た
る
。
モ
と
て
、
こ
の
よ
う
な
特
別
償
却
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
所
得
税
費
白
期
間
配
分
の
ず
れ
、
つ
ま
り
所
得
税

「
会
計
研
労
会
報
第
四
二
号
」
は
、
主
ず
つ
ぎ
む
よ
う
な
+
刀
法
令
提
案
し
た
白
で
あ
る
。

特
別
償
却
期
聞
に
骨
け
る
所
得
税
の
軽
減
額
(
特
別
償
却
が
正
常
償
却
を
上
廻
る
舗
に
所
得
税
率
を
乗
じ
て
計
揮
さ
れ
る
〉
は
「
負
債
性
引

当
金
」
と
し
て
費
用

r算
入
し
、
特
別
償
却
期
間
後
に
お
け
る
実
際
の
所
得
税
白
増
加
分
は
、
こ
の
引
当
金
を
と
り
〈
ず
す
己
と
に
よ

っ
て
相
殺
す
る
。
つ
ま
り
つ
ぎ
の
よ
う
な
仕
訳
を
ゐ
と
な
ろ
白
ぜ
あ
る
。

¥
 

〔
事
浬
前
進
活
召
〕

山
田
端
件
担
司
事
州
国
(
舟
U
叶
)

日
回
藤
「
司
司
お
訟
叫
一
山
山
肌
町
(
滞

U
3

〔
戸
高
遣
「
回
生
活
車
内
陣
〕

戸
酔
了
}
噛
諭
州
国
山
山
一
民
同
町
(
蒔
U
叶
)
日
司
ネ
州
国
(
時
u
r
)

さ
ら
に
「
会
計
研
賞
公
報
第
四
二
号
」
は
、
特
別
償
却
が
も
た
ら
す
所
得
税
の
繰
り
証
へ
と
い
ろ
影
響
を
排
除
す
る
必
要
牲
を
認
め
る

門口
B
)
を
設
け
る
代
り
に
、

r一
と
に
沿
い

τは
同
じ
で
あ
る
が
、
前
の
修
正
手
続
の
よ
う
に
「
見
越
し
所
得
税
門
引
当
金
〕
勘
定

L
(
2
2
5
Z司
合
同
O

口
丘
E
E目。

減
価
償
却
費
の
増
減
を
通
じ
て
修
正
す
る
第
二
の
方
法
を
も
附
加
し
て
い
た
。
こ
の
第
二
の
方
法
は
、

特
別
償
却
期
聞
に
お
い
て
は
、

「
正
常
償
却
額
プ
ラ
ス
特
別
償
却
に
よ
る
減
税
額
」
に
等
し
い
「
よ
り
高
い
減
価
償
却
引
当
金
」

(
E

四

F
O
吋
胃
0
4
5
0口
同
。
吋
品
。
司
片
町
内
E
E
oロ
)
を
、
特
別
償
却
期
間
後
に
は
、

「
玉
常
償
却
額
マ
イ
ナ
ス
特
別
償
却
が
消
滅
し
た
た
め
の
増

税
額
」
に
等
し
い
「
工
り
低
い
減
価
償
却
引
当
金
」

(
-
。
当
司
日
目
0
5
E
S
同O
刊

日

名

門

n
E
2
0ろ
を
設
け
て
、
第
一
白
方
法
と
同
一
白

効
果
を
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
ぞ
あ
る
。
た
だ
し
、
右
目
「
会
計
研
境
凡
広
報
第
四
二
号
」
て
は
、
こ
の
第
二
の
方
法
は
容
認
し
う
る
手

特
別
償
却
を
め
ぐ
る
企
業
利
益
の
表
示
問
題

串
八
イ
巻

ノ一、
七

第
三
A
U

四



第
三
号

続
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
第
一
の
方
法
よ
り
の
ぞ
ま
し
い
手
続
て
は
な
い
と
思
わ
れ
る
と
の
べ
て
い
る
同

特
別
償
却
を
め
「
る
企
業
利
益
の
表
一
割
問
題

第
八
十
巻

人
ノ、

四

注
川
仰
巳
若
者
s
q
v
E
S
S
N
E
』
5
5
N
N
a
h
し
守
口
品
5
5
s
a
a
出
尽
5

5
骨
、
町
内
、
ミ
2
5
ミ
与
n
g号

l
1
』
向
。
。
皇
室
町

P
E
E
P
E
2
3・
bu
同

E
P
2
E
Z
Z
9
』

E
-
L
E
-
3
ぉ
1
8
E
5
H
S君
主
吉
弘
寄
せ
言
喜
久
』
町
内
。
室
内
刊
誌
h
尽
自
主

田
正

Z
N
2
1
1
l
k山内向。民主
s
h
同

ESZWN
国

MMN宣
言
可
。
b
u
・
巴
g
u
E
U
『

m13

補

注

「

A
A
A
の
会
計
概
念
お
よ
び
基
準
委
良
企
」
(
ロ
。
目

EH口
Z

E
円
。
号

3
E
自
由
印

E
E白血
ω
E骨
ユ
吉
田
関
門

0
4。
旨
官

H
J
5
2
E

印
Z
Z
E
O
E
m
)
が
一
九
五
二
年
八
月
に
発
表
し
た
「
合
計
原
則
L

に
課
税
所
得
」

(kp山
内
。
百
民
自
胸
中
E
n昔日
E
Pロ白

4
P附
m
w
E
o
z
g
E
S
と
闘
す
る

「
補
足
意
見
害
諸
国
号
」
(
臼
己
苫
円
四
回
目

Z
与
∞
百
吉
田
自
作

Z
。
-
8
は
、
そ
の
中
で
「
税
法
は
課
泊
所
得
を
測
定
す
る
際
の
立
法
土
の
譲
お
が
、

あ
る
程
度
ま
で
、
原
則
に
お
け
る
正
当
性
心
裏
付
付
な
し
に
、
合
計
実
践
の
中
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
不
当
に
ま
た
無
意
識
の
う

ら
に
会
社
告
計
の
発
展
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
り
勝
ふ
り
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の
例
は
、
第
二
次
大
戦
中
に
一
般
佑
じ
た
も
の
で
あ
お
が
、

「
緊
愈
設
備
」
円
特
別
償
却
を
、
そ
の
設
備
の
予
想
耐
用
期
聞
が
、
法
定
の
六

0
カ
月
よ
り
長
い
場
骨
で
あ
っ
て
も
、
財
務
背
表
に
は
、
税
務
上
認
め

ら
れ
た
控
除
に
相
当
す
る
価
額
で
表
示
す
る
と
い
う
実
務
干
あ
る
υ

」
と
の
べ
て
い
士
が
、
調
整
手
続
に
は
全
然
ふ
れ
て
い
な
か
っ

t
(
中
島
省
吾
訳

網
「
A

・A
・A
-
合
計
原
則
」
三
一
年
、
原
丈
三
四
三
五
頁
)
。

「
部
分
証
明
」
額
二
、

0
0
O
F
ル
、
耐
周
年
度
数
一

O
年
の
殻
怖
が
特
別
償
却
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
設
備
の
耐
用
年
数
が

経
過
す
る
ま
で
の
問
、
常
に
償
却
前
利
益
比
一
、

o
o
o
yル
、
所
得
税
率
は
五

O
Bハ
セ

ン

ト

と

仮

定

L
、
企
業
会
計
陀
沿
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
四
つ
の
手
続
を
採
用
し
た
場
合
の
企
業
利
設
計
算
の
内
容
を
し
ら
べ
て
み
工
う
。

い
士
、

川

w税
法
上
の
特
別
償
却
を
そ
の
ま
士
企
業
会
計
に
治
け
る
償
却
某
準
と
す
る
場
合

同
何
特
別
償
却
と
は
無
関
係
に
正
常
償
却
を
企
耐
用
年
数
陀
わ
た
り
計
上
す
る
場
合

(
後
述
す
る
よ
う
に
「
州
際
交
通
委
員
会
」
が
要
求
す

る
手
続
に
し
た
が
う
場
合
)

判
明
「
会
計
研
安
公
報
第
四
二
号
」
の
第
一
の
手
続
に
し
た
が
う
場
合



ω「
会
計
研
出
丸
公
報
第
四
二
号
」
の
第
二
白
手
続
に
し
た
が
う
場
合

ー-1
J
1

7
一
宮
一
則
置
い

圧

制

j
|

一一一]

例示 3

手続
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200 

800 
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ぎ

の

五

年

間

税
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1，000 

400 

6印

手事所

純

償却前利益

減価償却ある
いは特別償却

税引前利益

最

初

0

4

年

間

注

ω
d

『。
σ
m
H
o
p
N
V品門出・・

HU]u・
町
田

N
l印
∞
九
日
・

1，000 

100 

900 

5∞ i~~I~ 

300140014ω 

税f号所

〔ゴチ数字の個所は修正された部分である。 (4)の手続では税引

前利益と所得税引当金とは正比例の関係になっている〕。

主主純

す
る
と
、
企
業
利
益
は
例
示

3
の
よ
う
に
、
川
仰
の
場
合
に

は
一
、

0
0ド
ル
だ
け
特
別
償
却
期
間

rは
過
小

r、
特
別

償
却
期
間
後
に
は
過
大
に
表
示
さ
れ
、
同
の
場
合
に
は
一

O

O
F
ル
だ
け
特
別
償
却
期
間
に
は
過
大
医
、
特
別
償
却
期
間

後
に
は
過
小
に
表
示
さ
れ
る
。
他
方
、
紛
の
場
合
に
は
所
得

税
引
当
金
九
官
、
仙
の
場
合
に
は
減
価
償
却
引
当
金
を
、
そ
れ

ぞ
れ
川
仰
の
場
合
の
乙
れ
b
引
当
金
よ
り
も
、
特
別
償
却
期
聞

に
は
一

0
0ド
ル
だ
け
ふ
や
し
、
惜
別
償
却
期
間
後
は
そ
礼

だ
け
減
ら
し

τ
い
る
か
ら
、
企
業
利
益
は
と
も
に
正
確
に
表

一
部
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
白
例
と
川
開
場
合
企
業
利
益

に
あ
た
え
る
修
王
効
果
が
同

4

で
あ
っ
て
も
、
計
算
過
程
に

お
い
て
、
川
明
白
場
合
に
は
理
論
的
に
な
ん
ら
関
係
の
な
い
減

価
償
却
引
当
金
を
増
減
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
適
切
左
修
正

η
 

手
続
と
い
う
こ
と
は
て
き
な
い
ぜ
あ
ろ
う
。

ウ
ェ
プ
ス
タ
ー
は
、
特
別
償
却
炉
も
た
ら
す
企
説
利
識
の
ゆ
が
み
を
修
正
寸
る
た
め
に
適
用
さ
れ
た
「
会
計
方
法
は
、
通
常
財
務
諸
表
の
脚
注
に

200 

800 

200 

800 

D 

1，000 

償却前利主主

減価償却ある
いは特別償却

税引前中j益

特
別
償
却
を
め
ぐ
る
企
業
利
義
の
表
示
問
題

時
λ
寸
悲

第
三
号

四

ノ1
九



特
別
償
却
を
め
ぐ
る
企
業
利
益
。
表
示
問
題

第
八
十
巻

九
0 

事
=
-
号

四
回

表
示
さ
る
べ
さ
で
あ
る
。
」

と
い
っ
て
い
る
(
巧
早
早
め
口
邑
に
も
・
町
∞
仏
・
)
。

一
九
五
一
一
一
年
度
の
年
次
報
告
書
を
二

O
O社
(
う
ち
八

O
パ

i
セ
γ
?
は
、

A
I
A
調
査
部

(
P旬。
Q
z
v
bも
き
宣
言
。
が
毎
年
調
査
発
表
す

るし
L

こ
ろ
の
「
会
計
の
傾
向
と
技
術
」
(
』
号
室
主
吉
h

司
、
富
号
室
弘
肘
忌

E
官
。
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る
製
造
・
商
業
会
社
で
あ
り
、
残
り
り
て

C
バ

l
セ
シ
ト
は
、
公
益
事
業
全
社
と
鉄
道
品
目
社
で
あ
る
)
に
わ
た
っ
て
調
査
し
た
ノ

1
ス
・
ウ
ェ
丸
グ
ン
大
学
助
教
授
マ
イ
ヤ

l
J〈
に
よ
る

と
、
調
査
対
象
二

0
0社
中
の
六

O
社
が
「
緊
急
設
備
」
世
保
有
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
し
、
ま
た
こ
れ
ら
む
会
社
の
ほ
と
ん
ど
は
特

別
償
却
の
会
計
手
続
を
完
全
に
表
示
し
て
い
た
〈
撞
り
の
一
回

C
社
壮
、
明
ら
か
に

「
緊
急
設
備
」
を
も
勺
て
い
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
れ

が
少
額
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
)
。
ナ
な
わ
ち
、
二
二
社
は
、
「
会
計
研
究
会
報
第
四
二
号
」
白
提
案
し
た
手
続
を
採
用
し
(
一
一

O
祉

は
第
一
の
手
続
、
二
社
は
持
二
の
手
続
に
よ
る
)
、
三
七
社
は
税
法
上
白
特
別
償
却
を
そ
の
ま
ま
伐
業
会
計
に
も
ち
と
み
ハ
こ
れ
ら
の
全
社
の
日

と
ん
ど
は
「
町
駅
急
設
備
」
が
小
間
で
あ
る
か
‘
ま
た
は
耐
周
年
数
が
五
年
に
近
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
修
正
手
続
が
相
対
的
に
重
要
で
な
か
っ
た
と
推

定
さ
れ
て
い
る
)
、
一
社
(
ニ

1
1
・
ヨ
ー
ク
・
セ
ン
ト
ラ
ル
鉄
道
会
社
)
の
与
が
主
常
償
却
を
治
己
中
な
っ
て
い
た
。

注

側

宮

司

mgu
】
出

u』
2
号
、
Q
h
s
h

』
さ
寄
託
N
Q
N
N
喜

久

口

ミ

2
認

可
RN
込
書
昌
吉
』
お
3
N
h
a
N

旬。
b
Q
崎北

P

H

O
同

K
F
R
E
E
m
R
U〉
町
内
静
也
呂
田
回
目
》
・

m
N
叩
四

川

間

百

〕

E
B
"
z
p
町

問

弁

J

第
一
の
手
続
を
採
用
し
た
二

O
社
中
に
は
「
パ
ブ
リ
ヴ
タ
・
サ
ー
ビ
ス
電
気
ガ
ス
全
社
」
の
よ
う
に
「
合
計
研
究
佐
報
第
四
二
号
」
を
変
則
的
に

適
用
し
た
も
の
も
合
ま
れ
て
い
る
。
当
社
は
、
繰
り
延
べ
ら
れ
た
所
得
税
を
損
益
計
算
書
で
控
除
し
な
が
ら
、
他
方
剰
余
金
計
算
書
の
「
仙
の
増
加

高
」
羽
田
の
「
将
来
の
連
邦
所
得
税
の
た
め
の
処
分
制
限
利
誰
剰
余
金
」
(
同

E
6
5白

E
4
-
5
2
E口
n
古
島
市
司

r
z
s
r且
司
巳

ZM見
出
。
回

目
。
。
目
。
〕
に
繰
り
入
れ
て
い
た
(
宮
古
肖
m
N
F
h
・町・

m
m
u
o

同
枯
法
上
の
特
別
償
却
を
そ
の
支
ま
企
業
会
計
に
採
り
入
れ
た
三
七
社
の
な
か
に
は
、
特
別
償
却
額
さ
え
推
定
し
え
な
い
も
の
、
特
別
償
却
額
ま
た

は
特
別
償
却
の
対
象
と
な
っ
た
設
備
額
の
み
を
表
示
し
て
い
る
も
の
の
外
に
、
正
常
償
却
を
こ
え
る
特
別
償
却
簡
を
表
示
し
、
あ
る
い
は
、
正
常
償



却
D
代
り
に
特
別
償
却
を
ム
っ
た
た
め
に
変
動
し
た
純
話
相
ま
た
は
普
通
株
一
株
当
た
り
自
利
益
額
を
な
ん
ら
か
の
形
で
表
一
目
し
て
い
た
合
社
が
あ

っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
5
(旨〕
E
F
N
Z
h
P
E
S
l
E
〉

ω
「
=
孟

l
・
ヨ
ー
ク
・
セ
ン
ト
ラ
ル
品
目
道
」
は
、

E
常
償
却
の
み
を
計
上
し
て
い
た
が
、
脚
注
に
お
い
て
、
正
常
償
却
を
こ
え
る
特
別
償
却
餌
を

表
示
し
て
い
た
(
富
一
百
日
吉
定
・

3
・
四
伊
豆
・
)

四

公
益
事
業
・
鉄
道
業
に
お
け
る
表
示
問
題

特
別
償
却
の
会
計
手
続
に
関
す
る
さ
き
の
マ
イ
ナ
ー
ー
の
調
査
の
み
て
は
光
分
な
統
計
的
検
証
を
う
る
こ
と
が
ど
き
な
い
が
、
モ
の

他
白
資
料
を
加
味
参
照
し
て
み
る
と
、
あ
く
ま
で
一
般
論
の
域
を
出
友
い
が
、
公
益
事
業
、
鉄
道
業
、
モ
の
他
の
産
業
分
野
は
そ
れ
ぞ

れ
基
本
的
に
相
具
っ
た
三
つ
白
会
計
手
続
公
可
B
E
E
n
m
w
]
q
E
B
Z己
目
。
E
耳
目
四
可

O
R
E
E
Z
)を
採
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
J
a
J

た
わ
ち
、

ω製
造
・
商
業
会
社
〔
産
業
告
社
)
に
沿
い
ド
て
は
「
会
計
研
究
公
報
第
四
二
号
」
の
手
続
が
部
分
的
に
採
用
さ

れ、

ω鉄
道
会
社
に

b
い
て
は
了
一
品

l
・日

l
ク
・
セ
ン
ト
ラ
ル
鉄
道
会
社
」
む
よ
う
に
、
正
常
償
却
の
み
を
お
こ
な
い
、
ゆ
公
益

事
業
会
社
て
は
「
パ
ブ

v
y
ク
・
十

l
ピ
ス
電
気
力
ス
会
社
」
の
よ
う
に
、

白
が
多
か
っ
た
。

「
会
計
研
究
会
報
第
四
二
号
」
士
変
則
的
に
適
用
し
た
も

第
二
次
大
戦
中
心
特
別
償
却
白
会
計
手
続
を
め
ぐ
っ
て
問
題
と
な
っ
た
一
九
四
六
年
の
ず
ァ

1
ず
ニ
ヤ
電
力
会
社
事
件
k
b
い
て
、

純
益
は
会
社
が
各
年
度
に
納
む
べ
き
笑
際
課
税
額

(
R
E包
訂
居
ω
)
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

ιの
立
場
か

b
、
特
別
償

却
に
よ
る
減
税
額
士
費
用
に
算
入
す
る
己
と
を
否
定
し
て
い
た
「
証
券
取
引
委
員
会
」

3
0
2口
E
S
自
己
何
回
『
自
問
。
口
。
自
国
呂
田
。
P

H
印
聞
の
)
も
、
朝
鮮
動
乱
以
一
後
の
特
別
償
却
に
関
し
て
は
、
前
記
の
=
一
つ
の
相
具
っ
た
会
計
手
続
D
ど
れ
を
財
務
諸
表
作
成
の
場
合
に

選
択
し
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
と
し
て
い
が
の
し
た
が
っ
て
、
証
券
法

3
2
2
5
E〉
に
し
た
が
い

S
E
C
K
提
出
古
る
べ
き

特
別
償
却
金
め
「
る
企
業
利
益
り
表
示
問
題

草
八
十
巻

A 

第
三
サ

四
五



特
別
償
却
を
め
ぐ
@
企
業
利
益
の
表
示
問
題

揮
八
十
巻

九

第
三
号

ロ河
〆、

居
間
香
(
回
。
岡
山
巳

B
H呂
田
印

E
Z日
百
円
)
の
一
部
と
し
て
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
一
向
か

b
「
会
計
研
安
公
報
第
四
二
号
い
の
考
え
方
が

会
計
実
務
に
浸
透
す
る
こ
と
は
さ
ま
た
げ
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
υ

事
実
、

A
I
A
の
説
査
に
よ
る
と
、
一
九
五
一
年
に
税
法
上

の
特
別
償
却
を
お
こ
た
づ
た
産
業
会
社
白
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
「
会
計
研
努
会
報
第
四
二
号
」
の
樹
告
し
た
手
続
を
す
で
に
採
用
し
、

ζ

の
ハ

1
セ
ン
テ
イ
デ
は
、

一
九
五
二
年
に
は
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
九
五
三
年
に
は
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
「
会
計
研
究
公
報
第
四
二
号
L

白
考
え
方
は
継
続
的
に
増
加
の
傾
向
を
た
ど
っ
て
は
い
る
が
、
産
業
会
社
の
大
半
は
い
ぜ
ん
と
し
て
、

税
法
上
の
特
別
償
却
を
企
業
会
計
に
も
ち
こ
み
、
税
法
上
白
償
却
率
と
同
一
の
基
準
て
償
却
し
て
い

h
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
産
業
会
社
て
採
用
さ
れ
た
、
五
カ
年
償
却
基
準
て
減
価
償
却
を
計
算
す
る
会
計
手
続
(
」
ロ

E
m
E員
、
自
己

z
e

は
、
保
守
主
義
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
別
償
却
期
間
に
お
い
て
は
、
特
別
償
却
が
王
常
償
却
を
超
過
す
る
価
額
に
一
マ
イ
ナ
ス

税
率
(
所
符
耽
率
出
一
一
ハ
セ
ン
ト
の
場
合
に
は
四
八
ハ

1
セ
ン
ト
と
な
る
)
を
乗
じ
た
価
額
だ
け
毎
年
企
業
利
益
を
過
小
に
表
示
す
る
結
果

と
な
る
こ
と
を
さ
け
る
と
と
は
で
き
な
い
。

注

ω
一
ー
九
凶
六
年
の
証
器
取
引
委
員
会
「
合
計
謹
続
通
牒
輩
出
一
一
一
号
」
(
印
肘
ロ
〉
2
0
E
M
C回
開
出
耳
目
ω
同色
E
E
Z
0・
U
U
H
ω

同
o
p
F
u
凹・呂田日
ω

Q
Z日
)
)
は
、
「
納
棺
引
当
金
と
し
て
表
示
さ
れ
る
金
額
は
‘
遁
用
さ
れ
る
税
法
に
し
た
が
い
納
税
す
べ
き
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
る
実
際
課
税
額

(
R
Z巴
ZMom)
の
み
を
反
映
す
ベ
主
で
あ
る
。
L

之
、
特
別
償
却
に
よ
る
課
税
引
下
げ
傾
の
費
用
算
入
を
否
定
し
て
い
た
。

ω
白
百
巳

aW4『
・
司
、
~
/
ザ
ミ
同
RNY且
足
N

己
b
l
b可
一
市
内

Natop
民
間
F
町

-
E・

倒
的
片
山
口

-
4・J

弓

H
Y
同
ぬ
吉
弘

P

N

b名
高
D
Q
R
E
E号
、
昨
言

5
2
h
2
2苦

S
F
口。旦吋
O

ロ
R

印

4
7
呂田
F
H
u
t
ι

ω
∞Z
E
4・
巧
町
田
司
弓

s
h毛
足

U
N
口
4
2
2
ミ
S
F
H
u
m
F
匂

g
・

同

制

的

-Eロ-o山、・
8叫

haHVHU

。山・叶一戸

産
業
会
社
に
ゐ
い
て
は
、
特
別
償
却
心
会
計
手
続
主
任
意
に
選
択
し
う
る
た
め
、
あ
る
も
の
は
「
会
計
研
資
公
報
第
四
二
号
」
に
し
た



が
hr
、
あ
る
も
の
は
特
別
償
却
を
モ
の
ま
ま
採
り
入
れ
て

H
た
が
、
鉄
道
業
お
よ
び
爪
公
益
事
業
の
場
合
に
は
、
そ
D
特
別
償
却
D
会
計

手
続
に
つ
い
て
、
料
金
統
制
白
任

t
b
び
た
各
種
白
委
員
会
に
よ
っ
て
一
定
の
要
請
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
の
し
め
し

た
枠
に
は
め
己
ま
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

ニ昇

l
・
ヨ
ー
ク
・
セ
ン
ト
ラ
ル
鉄
道
会
社
の
監
査
人
が
、
当
社
白
「
財
務
諸
表
は
、
州
際
交
通
委
員
会

(円己
O
E
Z
Z
口
。
日
邑

2
8
ロ
。
日
日
H

自
己
ロ
)
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
会
認
さ
札
た
会
計
の
原
則
と
方
法
に
し
た
が
っ
て

Ei--:提
出

し
た
も
の
て
あ
A
o
J
F
監
査
証
明
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
鉄
道
業
白
会
計
は
、
モ
の
大
部
分
を
州
際
+
交
通
委
員

た
と
え
ば
、

会
心
規
則
に
し
一
た
が
ワ
亡
お
こ
な
わ
れ
亡
い
h
v
o

特
別
償
却
の
会
引
手
続
と
い
え
ど
も
こ
の
統
制
の
範
囲
外
て
は
た
か
っ
た
。
同
委
員

会
心
-
九
五
一
年
一
一
一
月
一
一
一
日
附
の
規
則
は
、
料
金
決
定
目
的
の
た
め
「
特
別
償
却
(
会
計
)
を
継
続
F
る
こ
と
は
荷
主
に
た
い
す
る

大
き
た
不
公
平
ゼ
あ
る
」
と
臼
ベ
、
鉄
道
設
の
勘
定
て
は
「
租
租
額
の
均
等
化
」
の
手
続
を
と
る
こ
と
友
ペ
「
緊
急
設
備
」
の
正
常
償

却
白
み
を
計
上
す
べ
き
乙
と
を
明
b
か
に
し
て
い
た
。
じ
の
よ
う
な
規
則
に
し
た
が
っ
て
、
鉄
道
会
社
は
、
ニ
ュ

l
・
ヨ
ー
ク
・
セ

y

η

勺

ト
ラ
ル
鉄
道
の
よ
う
に
「
緊
急
設
備
」
の
正
常
償
却
だ
け
を
計
上
と
す
る
会
計
手
続

(
J
E可

sqR
自

Z
E
5
を
採
用
し

τ
い
た
。

し
た
が
フ
て
、
鉄
道
柴
山
企
業
利
益
と
し
て
報
告
さ
れ

τ
い
る
金
額
は
、
特
別
償
却
に
よ
る
減
税
額
(
特
則
償
却
超
過
額
に
税
率
を
深
じ

た
仙
額
)
だ
け
過
大
で
あ
る
と
い
え
よ
ふ
。

注
[8) (b) 

H
r
-
[

一V
4
0
H
F
M
W
~社
門
出
ゆ
切
・
日
間
・

耳、
J
u『

ω↓円

m
u
p
N印
刷

h
H
J
U

司
町
田
中
山
∞
凹

(9)廿)

的

E-POUF
芯
民
E
W

切
目
・
寸

M
i寸
臼

印
何
回
口

-o吋
也
品
v
t
F
・司・田町・

「
会
計
研
件
丸
公
報
第
四
二
号
」
に
よ
る
勧
告
が
沿
己
な
わ
れ
て
か
ら
問
も
な
い
時
期
に
あ
フ
て
は
、
そ
の
鉄
道
議
へ
の
適
用
に
つ
い

τ充
介
に
考
慮
を
か
さ
ね
る
だ
け
山
時
間
が
た
り
な
か
っ
町
乙
と
も
手
伝
っ
て
、
州
際
交
通
委
員
会
は
正
常
償
却
の
み
を
鉄
道
会
計
へ

特
別
償
却
を
め
ぐ
る
企
業
利
益
の
表
示
開
題

第
八
十
巻

ブし

第

サ

四
七



特
別
償
却
を
め

rる
企
業
利
読
む
表
示
問
題

第
八
十
桂

プL
四

第
三
号

凹

ノL

お
し
つ
け
て
円
た
が
、
す
で
に
第
二
次
小
人
戦
中
よ
り
「
会
計
研
究
公
報
第
四
二
号
」
の
考
え
方
が
料
金
決
定
方
法
と
し
て
発
展
し
て
き

た
公
益
事
業
の
場
合
に
は
、
そ
の
浸
透
は
、
変
則
的
て
は
あ
る
が
、
か
な
り
容
易
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

多
く
の
公
益
事
業
会
社
は
、
鉄
道
業
の
よ
う
に
「
租
税
額
の
均
等
化
」
の
千
続
を
採
用
し
な
い
て
、
い
た
ず

b
に
純
益
を
過
大
に
表

不
す
る
乙
と
を
の
ぞ
ま
な
か
ヲ
た
n

た
と
え
ば
、
ア
メ
り
カ
・
ガ
ス
協
会
(
〉
目
耳
目
自
の
自
〉
2
0己
己
目
。
回
)
お
主
び
エ
チ
ソ
ン
電
気

要

電
気
ガ
ス
事
裁
に
ゐ
け
る
特
別
償
却
に
適
用
さ
れ
る
会
計
手
続
に
つ
い
て
意
見
書
を

特
別
償
却
に
上
る
減
税
額
主
、
各
社
の
事
情
に
し
た
が
い
、
引
当
金
、
処
分
の
制
限
を
附
し
た
利
益
剰
余
金

公
2
R円
吉

ιω
号
立
国
的
)
、
あ
る
い
は
他
の
勘
定
科
目
の
ど
れ
か
に
繰
り
入
れ
、
適
切
に
表
示
す
べ
き
で
あ
る
と
の
べ
て
い
た
。

乙
の
よ
う
な
電
気
ガ
ス
公
益
事
業
団
体
の
要
望
を
入
札
、
己
の
郊
門
の
料
金
統
制
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
連
邦
動
力
委
員
会
(
『

E

一
九
五
三
年
二
一
且
四
日
に
「
会
計
研
究
公
報
第
四
一
一
号
」
の
手
続
全
認
め
、

料
金
決
定
目
的

(
閉
山
回
目
ロ
回
}
0
2
2
n
E
m
2
5
0
)
は、

発
表
し
、
そ
白
中
亡
、

司
色
H
U

。
司
司
円
。
自
自
国
巴
。
ロ
〕
は
、

白
た
め
に
減
価
償
却
は
実
際
耐
用
年
数
を
基
準
と
し
、
所
得
税
は
加
速
化
基
準
よ
り
は
む
し
ろ
正
常
化
蒸
準
ゼ

宮
ω
5
2
5
2
岳
山
口
。
口

H
E
O
m
w
n
n
o】

O
B
H
O
血
『
回
目
ω〉
計
算
す
べ
き
と
と
を
明
ら
か
陀
し
(
。
目
白
日
。
ロ

Z
O
N
E
〉、

(
。
ロ
凶
ロ
耳
目
M
W
H
H
N
O

白

ま
た
同
委
員

~会
》は

'" 品市
にDl:J)O
Lノロ。 にデ

込2

各三
川 ro
心 開

公日
益百
事自
業町
安長 ~. 

貰こ
会与

" 
E 
呂
司

" ロ

" 
の
料
金
決
定
の
場
合
に
お
い
亡
も
、
同
様
白
原
則
を
適
用
し
た

(
O
司
】
ロ
凶
O
ロ

(
ω
E
Z
己
目
q
g
B
E
H自
己
ロ
ω)
白
特
別
償
却
の
会
計
手
続
に
つ
い
て
の
見
解
は
か
た
り

統
一
さ
れ
て
お
り
、
二

O
州
白
委
員
会
の
う
ち
一
九
州
の
委
員
会
は
「
会
計
研
究
公
報
第
四
二
号
」
に
も
ら
れ
た
原
則
に
し
た
が
い
、

わ
F
か
一
川
の
委
員
会
の
み
が
、
川
際
交
通
委
員
会
の
よ
う
に
特
別
償
却
に
よ
る
減
税
額
を
費
用
に
算
入
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
モ
れ

を
純
益
あ
る
い
は
利
益
剰
余
金
に
繰
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
た
。
た
だ
こ
れ
ら
一
九
州
白
委
員
会
の
お
わ
く
が
規
定
し

均

て
い
る
手
続
は
「
会
計
研
究
公
報
第
四
二
号
」
白
原
則
を
尊
重
し
た
が
ら
、
モ
れ
を
変
則
的
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意



し
友
け
れ
ば
な

b
な
い
。
己
己
て
変
則
的
適
用
と
い
う
の
は
、
マ
イ
ヤ
ズ
白
調
査
に
あ
っ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
サ
ー
ビ
ス
会
社
の
ど
う

「
会
計
研
究
公
報
第
四
二
号
」
の
よ
う
に
所
得
税
引
当
金

ゼ
は
た
く
、
た
だ
ち
に
利
益
剰
余
金
(
印
号
1
5
2
ω
可
百
円
包
同
日
号
守
口
包

5
2
E
ω
E
5
ω
)
へ
繰
り
入
れ
る
手
続
を
意
味
し
て

い
る
。
こ
の
上
う
に
、
か
在
り
ゐ
沿
く
の
州
公
益
事
業
委
員
会
が
「
会
計
研
究
会
報
第
四
二
号
」
に
も
ら
れ
た
原
則
に
し
た
が
い
、
己

れ
主
変
則
的
に
適
用
し
た
会
計
手
続

(
d
E
H
q
R
自
己
F
o
b
t
要
求
し
て
い
た
こ
と
が
、
公
益
事
業
に
か
い
て
一
般
に
か
か
る
手
続

が
普
及
す
る
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